
見附市障害者自立支援協議会設置要綱（平成１８年見附市告示第９０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（設置） （設置） 

第１条 見附市に居住する障害者（以下「障害者」という。）が地域で安心

して生活できるよう支援し、自立と参加を図るため、保健・医療・福祉・

教育・就労等各種サービス提供について総合的に調整し、連携することを

目的に                                                           

                                                                 

                                                                 

                   見附市障害者自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。 

第１条 見附市に居住する障害者（以下「障害者」という。）が地域で安心

して生活できるよう支援し、自立と参加を図るため、保健・医療・福祉・

教育・就労等各種サービス提供について総合的に調整し、連携することを

目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３第１項及び障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１７条第１

項の規定に基づき、見附市障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（事業内容） （事業内容） 

第２条 協議会は、次に掲げる事業を行う          。 第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 関係者による訪問、相談活動等を通じ、障害者のニーズ、各種サ

ービスの充足状況及び問題点の把握を行う。 

（１） 相談支援事業の運営評価に関する事項 

（２） 多様なニーズを有する援助困難ケース等についてのケアマネジメ

ントを行い、関係機関の間のサービス調整及び協議を行う。 

（２） 困難事例への対応のあり方に関する事項 

 （３） 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関する事項 

 （４） 地域の社会資源の開発及び改善に関する事項 

（３） 見附市障がい者計画及び見附市障がい福祉計画の評価及び見直し

を行う。     

（５） 見附市障がい者計画及び見附市障がい福祉計画の評価及び見直し

に関する事項 

（４） 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止、解決等の取

り組みを行う。     

（６） 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止、解決等の取

り組みに関する事項 

（５） その他、障害者福祉の推進のため必要な事業を行う。 （７） その他、障害者福祉の推進のため必要な事項         
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（個人情報の保護） （個人情報の保護） 

第７条 協議会の関係者は、会議で取り扱う個人情報に十分留意しなければ

ならない                          。 

第７条 協議会の関係者は、会議で知り得た個人情報を他に漏らしてはなら

ない。その職を退いた後も同様とする。 

 


